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第８回 大分市自治基本条例検討委員会 グループ討議 第１班議事録 
 

 

 

◆ 日 時  平成２１年９月３日（木） １４：００～１６：００ 

 

◆ 場 所  大分市役所第二庁舎 ６階大研修室 

 

◆ 出席者   

 

【第１班参加委員】 

宇野 稔、衞本敏廣、松尾直美、葛西満里子、後藤成晶、廣次忠彦、安部剛祐、泥谷 

郁、秦 忠士の各委員（計９名） 

 

【事務局】 

企画課 平松 禎行 

 

 

 

＜第８回 大分市自治基本条例検討委員会 グループ討議 第１班＞ 
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＜議論第一部＞ 

早速ですが、始めさせていただきたいと思います。 もう時間の節約で私

が司会をさせてもらって、前回どおりまた記録と発表ということでお願いし

たいと思います。 

それで、討議の中身ですね、ワンセットでいくためには、懸案の事項をあ

る程度整理しておかないとですね、ずっと同じ展開が続くということで先に

進めませんので、私なりに先に３つぐらいあるんじゃないのかということで

整理させてもらったんですけど、どれもこれもちゃんと根拠はあるわけでご

ざいまして、その他四案、五案もあるかと思いますので、皆さん方のフリー

トーキングでご意見を賜ればと思っておりまので、どなたからでも結構です

ので。話しにくければ、順番に回りましょうか。 

 

 今、座長からのご提案の中で、どんな大分市を作っていくのか、という中

身を検索していくということと、なぜ条例を作るのかということを考えてみ

るという２つの提案の中からそういうふうなお話しが出たと思うんですが、

私自身も２年前に作りました協働のまちづくりの委員会の中でもあったんで

すけれども、やはりある程度ですねどういうふうなかたちの中でこの条例を

作ったときに、これが市民の方が見て、うまく運用するための納得ができる

かということの議論をしていきながら、作っていかなきゃならないんじゃな

いかなというのは私思っているんです。だから、まずどっちかにこのグルー

プならこのグループで、まず、どんな大分市をですね、目指すのかと、この

条例を作ったときにですね。その議論をひとつやってみて、そしてそれがで
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きればですね、それがなぜ必要なのかという議論に入っていってやるのがい

いんじゃないかな、というような考えを持っております。以上です。 

 

 はい、私も一緒で、まずどういうふうな大分市にするのかっていう中身が

ちゃんと見えてないと、それに沿った条例っていうのは制定できないのでは

ないかなと。条例っていうもので、手続きっていうことになってしまうと、

私たち素人ですので、何が必要でこの手続きっていうのが、手続き的なこと

だけに追われてしまうと、条例としてなぜ制定したのかっていう市民の基本

が見えなくなってしまうと思うので、やはりどういう大分市を目指すのか、

そのためには何が必要であるのかっていうことから入っていくのが、ベスト

ではないかなと思います。 

 

 私も前回のとき、ちょっと欠席していたんですけれども、いろいろ見せて

いただいてですね、会議の結果をですね、自分なりに少し考えては来たんで

すけれども、私たちは大分市民の一員です。やっぱり大分がどんなに夢があ

って、生活しやすくて安全で、とかそういったことをやっぱり、こんな大分

になって欲しいよねっていうことを描いてですね、その描いたことに向かっ

ていくような条例であったらいいなってやっぱり思うので、先ほどの委員さ

んと同じ意見なんですけれども、そういったやり方で、ひとつひとつ想いを

入れ込んだような形のものが出来ていったらいいなと思っております。 

 

 私も今まで三人の方が言われたような形で、まずは、大分市の目指す姿と

いう形が描けて、それに対して何が必要かっていう形が出てくるんでしょう

けれども、その中にですねやっぱり重要な重点ポイントみたいなものを、や

っぱり絞った形で。たとえば、少子高齢化の問題であるとかですね、あるい

は環境の問題であるとかですね。いくつかそういった重点ポイントがあろう

かと思うんですね。重点ポイントをきちんと押さえながら、今後のあるべき

姿というか、大分市の将来像というかですね、そういうのを固めていって、

基本としていけばいいのではないかと思います。以上です。 

 

 はい。私はちょっと考え方が違うのですが、どういうまちづくりをするの

かという場合に、どんなまちにしたいのかっていうのは、それぞれみなさん

想いがあると思うんですね。それをひとつの条例の中に盛り込むということ

ができるのだろうか、というのが私の想いなんですね。ちょっと皆さん方が

仰っている「どんなまちづくりをするのか」という趣旨がですね、うまく捕

らえきれてないのかもしれないんですが、例えばおっしゃったように子育て

の問題とか、環境の問題とかいうのが、重点ポイントで入れたほうがいいと

いうお話があったんですけれども、じゃあ他の問題はどうなのか、というふ

うになった場合に、全てを入れなきゃいけなくなる。そういうものが入った、

前提とした条例を作るということになったときに、あまりイメージとして沸

かないですけれども、今、大分市にいくつかの、総合計画とか各部門の計画

とかがたくさんあるんですが、それが本当に市民のために実現されるという

か、どっちかって言えば、そういう点から言えばですね、中身から入って、
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条例の整備。この条例を作ることによってそれが実現に向けて有効性を発揮

するという方向で報告したほうがいいのではないかなと、私は思います。 

 

 今、私たちは議会の中でも条例を作ろうということで勉強会を始めたんで

すけれども、こういう話をすると申し訳ないんですけれども、条例の必要性

っていう部分ですよね。おそらくこの自治基本条例の必要性っていう部分が

本当に皆さんがご理解できているのかな、と。だからそれが今言うビジョン

の話しと非常にリンクしているんじゃないかなと思うんですよ。だから、な

ぜ作るんですか、と。じゃあこれは今、委員の皆さん方もおっしゃるように、

大分市をこういうふうにしましょうということが、ある程度の方向性が出て

くれば、非常にわかりやすい条例になるのかなという気もするんです。ただ

これ、手続き論ばかりでいきますと、もう他所から持ってきて、じゃあこれ

だけの皆さんがこれだけの時間を使ってする必要が本当にあるのかな、と。

だから先ほど言われたとおりで、市民が市民のために作っていくんだと。そ

のためにはきちんとしたビジョンなりがないと、ただ条例つくればいいと。

皆さん方にも入っていただいて、かなりお金もかかってやるとすれば、手続

きから入っていくというのは、かなり難しい話なのかなとは思うんですけど。

だから、それは時間との兼ね合いもあるので、その辺をじゃああとどのくら

いやって、手続きのどういうふうに入ればいいのか、というように、今後の

スケジュールも含めてですね、考えていく必要があるのではないかと思って

おります。以上です。 

 

 この基本条例を作るにあったって、本当に大分市に住む我々が、本当にこ

れが出来て、どんなに良いことなのかっていうのが見えないとダメだってい

うのと、大分市独自の問題もたぶんあると思うんですよ。今言われましたよ

うに、都市によって問題も違うし、それを同じように真似しても、できない

ことだし独自のものがあると思うんですね、やっぱり。そういう意味ではっ

きり、何が問題なんだっていうのははっきり言えませんけれども、それであ

る程度柱を絞り込んで、大分市の問題はこういうことなんだということで、

そういうところからいったらどうかのかなと、いうふうに思っています。 

 

 大分市が目指すべきものという部分は、という議論ですが、我々行政職員

として、大分市がもっているめざすべき姿というのは、大分市総合計画の中

にですね、基本的には書かれているんです。だから、その部分をいかにこの

自治基本条例の中に条文として反映させるかという部分はひとつポイントと

してあるのかなという気はしております。大分市の基本構想と違う部分につ

いて、自治基本条例の中に明確に出すということは疑問があります。やはり

基本構想というのは大分市の政策の非常に最重要な基本計画でありまして、

ちょっと違う理念が入るっていうのは、ちょっとおかしくなってくるのかな

というところがひとつです。それから、自治基本条例をなぜ作るかという議

論になってくるんでしょうけれども、基本条例を作ることによって、議会は

議会基本条例が作られておりますけれども、基本的にはいわゆる行政、議会

がいかに市民に向かって施策を展開していくか、できるだけ市民に近づいて
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いったかたちでの施策の展開という部分をはかるためのプロセス的なものと

かをどういうふうに盛り込むか、と。それからもう一つは、逆に市民が市政

にどれだけ参画できるか、協働指針ですかね、そういうのもひとつの指針が

ございますけれども、そういうものをいかに市民から市政参画のために、ど

ういうものが条例の中に、いわゆる市民参画がその条例の中に保障されてく

るのかという、お互いの双方向的な部門が寄り集まった部門が自治基本条例

の中でうまく明文化されるということが、ひとつの、それはそれでより大分

市の自治を充実させる、次の世代に、それが大きな役割ではなかろうか、と

いう気がしております。 

 

 はい、ありがとうございました。 

私はですね、どうしても法律屋なものですから、ものの考え方がパターン

化しておるんですけれども、自治基本条例を作るというのがなぜ必要なのか

というところがないとですね、私の頭の中は一歩も進めないんですよ。必要

性があるからなんだよ。じゃあ、どのような内容を作っていったらいいのか、

っていうのが、次のステップになってくるわけですね。そうなりますと大分

市も過去、大変な歴史がありましてね、政策の積み重ねもなされてきまして、

ひとつの行政の体系というのは既にあるわけなんですよね。で、その中で例

えば部長がおっしゃいましたような、基本構想というものがいちばん根幹に

あるんではないかなと。私は市の行政マンじゃないからわかりませんけれど

も、それをベースにして、具体化されていっているんじゃないかな、と。じ

ゃあその次に何があるか、基本計画があるかとか。そういってだんだん上位

から下位に向かっていろんなルールが出来上がっていっているのかなと。そ

うなるとですね、それの全体像を我々は頭の中に入れてですね、そしてその

中で並行的に我々が理想的に描く大分市論、像といいますか、その整合性を

確認していったほうが、より議論が生産的かなと。全く基本構想等を抜きに

して議論をしていって、何回もやっていって、これがやっぱり理想的な大分

市だなといって結論が出たところで、基本構想にちゃんと書いていますよ、

というようなことになったときにはですね、その議論は無駄ではございませ

んけれども、もう少し効率的な議論ができるのではないかなと。そして基本

構想はこうだけれど、やっぱり足りないところがあるよ、と。ここは足りな

いと。だからなんとかしなきゃいけないのではないか、というようなことだ

とですね。非常にたとえが私の場合はきつい例えになるかと思うんですけれ

ど、情報公開条例っていうのはどこの都道府県でも市町村でもあるんですよ。

ところが情報公開条例がありながら、情報公開を求めて行ったら、その資料

はございません、とかとんでもないことが出てきているんですよ。国でも県

でも、そういう不始末があるんですね。そうするといくら情報公開条例があ

るよって言ったって、魂が入ってないわけだから、魂を入れられるようにす

る何かシステムがいるだろうと。となると、それはどっかに確保されている

のですか、というと「ない。」と。どこにもないとなれば、これはやっぱり基

本条例のところにお任せするのがいいんじゃないかということになってくる

んじゃないか、という感じがするんですね。だから、まず大分市の全体像を

しっかり勉強させてもらって、その中で同時に我々も理想論を各自に持って
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おられると思うんですよ。大分市はかくあるべき、と。で、その中でこの部

分は欠けてるんじゃないの、というようなことを確認していくという。です

から、条例から要綱っていうレベルまであるんですよね。そうしたときに、

要綱にも何ら触れられてない部分っていうのがあるかもしれませんね。じゃ

あそれはどこかで我々の想いは実現できるようにしておく必要があるんじゃ

ないかなということになってくるんじゃないかなと、そういうふうに思うの

で、いきなり理想論や理念となるとちょっと時間がかかりすぎてですね、で、

やってみたら、それはすでに確認されていたよということになるかもしれな

いんで、ひとまず叩き台と、大変大分市には失礼ですけど、そういうものを

作っておられるわけですから、そういうものから勉強していくというのが、

いちばん能率的、効率的、あんまり効率の話しをしたらいけませんけれども、

限られた回数ですからね、５年も１０年もやるわけにいかないわけですから、

いいかなっていうのが私の考えです。まあ、一応意見が出されましたので、

またディスカッションしていただいて。 

 

それじゃあ、いいですか？ 

私は、今座長が言われたんですけれども、私も、２０１０とか総合計画が

きちんとあって、それがいろんな分野に謳っているんですね、教育から福祉

から謳っているんですけど。私はこの委員会っていうのはやっぱり自治基本

条例っていうひとつの自治区って言ったらおかしいんですけれども、我々が

住んでいるところがみんなの力でどういうかたちをとりながらいけば、変わ

っていくんだろうか、住民参加を得られるんだろうかということにある程度

絞っていかないと、大雑把なところでやると、総合計画でもう謳われている、

ほとんどは。いろいろな項目で。だから、せっかく作るんだったら、こうい

うことがこういう条例を作ったことによって動き出しますよ、とか、住民参

加が促されますよ、とかいうような議論を、これが別のところにあって添付

書類じゃないんだけれども、要するに本当に大きなものはやっぱり総合計画

なんです。だからこれについては、自治に関するいろんなことを討議してい

ただいて、そして、いろんなかたちのなかで、これぐらいは住民が望んでも

いいだろう、しかしこれから先はやっぱり行政とタイアップするんだという

ようなことが、謳われているようなわかりやすい条例づくりをやっていかな

いと、おそらく一般の方がこの大きい書類を作って出したところで、どうや

っていいかわからないと。要するに、ただお飾りになってしまうんでね。そ

の辺のわかりやすい、大分市民が、人々がどういう形の中で、この条例に対

して、ありがたいと思えるようなものを作っていくのかが基本だと思ってい

るんで、その辺をよく噛み砕いていって、肉付けしていけば、私はみなさん

がわかりあえる自治基本条例ができるんじゃないかなと思っています。 

 

 非常に思い切った、切り口ですよ。住民参加というとこから切り込んでい

く。 

 

 あの、今おっしゃっていたようにね、私は、基本構想の話でましたけれど

も、基本構想はある意味では、これまでの蓄積の中で今の市の執行部が考え
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て作ったものであって、それが本当に市民全体の、みんなが 100 点満点で、

一致しているかというのはわからないと思うんですよ。そういうのを追求し

ていると、ここで追及した場合にね、結局、決着がつかないという側面はあ

ると思う。だから今ある、少なくとも合意している基本構想や基本計画を含

めて、それをどうすれば実現できるかと。そのときに市民の皆さんが行政も

含めて、どういう努力をするのか、という中身。そうすれば、市民の生活の

向上とかも含めて行くべきじゃないかと。そういう条例にしていくことが必

要じゃないかなと。そういう議論を主にしていくべきじゃないかな、と私は

思います。 

 

 どうぞ、まだ時間もありますので、どうぞ。 

 

 自治というくらいだからやっぱり住んでいる地元というか、そこがメイン

になりますよね。ある程度は大分市で基本的なものがあるんだから、その辺

が大事かなと思います。やっぱり住んでる人が住みやすいというか、そうい

うのが求めていかれる。で、条例だから拘束力っていうのはないんですね、

逆に。こうしなくちゃダメだ、とか。そういう意味では幅も持てるし、地域

によっていろいろそういうのが出せるんで、そういう観点で、住んでる地元

とか、そういうのが大事かな、というふうに思います。 

 

 ある程度こういうことが、いろいろな中で謳われている中でやっていくこ

とによって、要するに地域間格差とか、いろいろなかたちの中で自治区自治

区でも違うことが起こっているし、うちはもっといろいろなことをやって欲

しいんだ、という分もあるし、いや、そうしなくてもうちはやっているよと

いうのもあるんだけれども、しかし叩き台を作ることによって、この辺まで

は我々でやろうよというようなものが起こってくるような条例をつくらない

かぎりは、私は価値がないと思うんですよ。だから、要するにさっき言った

んだけれども、こういうことができてみんなで本当に動ける体制ができてき

たよね、っていうようなかたちの中の条例がつくりあがれば、おそらくみん

なも、「あーそうかそうか！やっぱり大分市、こういうことでやっていくなら、

みんなで力を合わせてまちづくりやっていくんだな。」ということが謳われる

のであれば、私はそれが一番の条例だと思っているんですよ。あんまり幅広

く何もかもとするとやっぱり我々が考えるのはそこまでいってないから、あ

る程度地域住民にどういうことが提供されて、我々も一緒になってやれるの

か、ということが見えてきたらいいんじゃないかなと。これがやっぱり大枠

だと思うんですけどね。 

 

 そうですね。我々も議員の立場で言うと、地域の代弁者という側面を持ち

合わせるわけですよね。そうすると今おっしゃられていたような頼んでくる

ところは我々も一生懸命するんですけれども、頼まれないところっていうの

は、住民自治どうなっているんですか、ってやっぱり聞かれないじゃないで

すか、我々も。こうやってくれとか、ああやってくれとかも言えないわけで

すよ。その辺がやっぱり活性化がきちんとできるような条例があれば、我々



7 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

も非常にありがたいな、と。 

 

 今言われた議会基本条例もできたじゃないですか。今からこれができて、

議員さんも提案権を持って、要するに私たちで地域をおこしたいというもの

の提案権もある程度持ちながら、おたくはこういうことをやりませんか、こ

ういうことを他所の地区ではやっていますよ、というようなことがこれと組

み合わせてやれるようなことになれば、本当に議会も活性化するし、今言わ

れた議員さんをどうだこうだとかいう議論も逆にどんどんどんどん議員さん

が提案して、行政のチェック機関じゃなくて、逆に先頭に立つような議会に

なっていただければ一番いいんじゃないかと思います。だから、これがある

と、要するにこれにある中でどうですか、と。こういうような条例ができて

いますけど、おたくではどうですか、というような地元出身の議員さんが立

ち上がるというひとつの側面ができると思う。だからそれがやっぱりこれの

ひとつの、また議会とこれと並行してやる組み立て方だと思うしですね。 

 

 いわゆる地域自治、自治会を含んだ、この部分はどういう形で条例にどこ

まで盛り込むのかなというのがありますね。地域自治の充実がひいては地域

コミュニティの充実にも繋がっていくわけですから。ただ、これは非常に制

度論だけの話しではなく、人材の話とかになって大変難しいんですけど、た

だ、制度的にやはり、自治基本条例の中に住民自治という考え方の部分をで

すね、やはり出していく時代にきているのかな、という気はしております。 

 

 おそらく、それが起こってほしいからやっているんだと思うんですよ、こ

ういうのは。要するに今までだったら行政主導でやってきたんだけれども、

今からみんなでやっぱり立ち上がらないと、財政的にもいろんなことが起こ

るし、いろんなかたちの中でやってる中で、それじゃあ地域住民はどういう

ふうな形の中で参画を求められるのか、というものの条例づくりをやりさえ

すればですね、そうすると今度は、こういう言い方は良くないけど、自治委

員さん方も要するにこの自治基本条例に基づいて、我々もこれくらいはやら

なければならないだろう、とかいうようなことを思っていると思うんです。

今、何もなければ、ＡさんとＢさんはこのくらい差があろうがどうであろう

が別に拘束されるわけでもないんだけれども、これ作ったから拘束するとい

うことじゃないんだけど、しかしながら、自治基本条例を住民が知ってくる

とそこである程度ステップアップができるような自治区が出てくるというこ

とがこれ本当言って、自治が入っているから自治区自治区じゃないけど、し

かし最初だからやっぱり自治区の改革なんですよ。要するにみんなで地域住

民といろいろな形の中の改革を起こるための条例だと思っているんですね。 

 

 自治区となるとですね、非常に、自治委員にね、自治会活動とかそういっ

たかたちのものが中心になるんでしょうけど、例えば、私、一市民であり、

サラリーマンですよね。日中仕事をしていて、自治会に帰るのは、土日とか、

そういった休みぐらいですよね。そういったかたちが基本になると非常にわ

かりづらい面がでてくるんですよね。確かに我々例えば企業だとか、ＮＰＯ
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だとかいったところも中心にひとつは考えないといけないのかなと。それも

しかしそこの自治会の中に含まれた一市民だという捉えかたをすれば、それ

はそれでいいんでしょうけれど、なんと言うんですかね、特に私はそこの自

治会のことをいうような形にこだわらずに、もっと自由な発想というか考え

方のほうがいいのでは、という気がするんですけれども。そうなってくると、

なんかよくわからなくなってきて。どうがいいという意見が出づらいという

か。 

 

 要するにね、今言う自治区というんだけれども、そういうような区別でい

ろいろな問題がいろいろな形の中で選択されて、アップしてくるという話し

だけで、区をかえなさいとか、区をどうしなさいとか言うことであると、ま

た小さな話しになってそれじゃあ自分とこの自治区だけでやればいいじゃな

いか、という話しになるんだけれども、一つの話として要するに自治という

ことになれば、そういう形の中で要するに、スキルアップを図っていくんだ

と。要するにそれじゃあどうするのか、と。要するに今委員さんが言われた

ように、働いて帰ってくるだけも居るじゃないか、と。朝から晩までずっと

その自治区に居るひともいるじゃないか、と。いろいろな人が居られる。だ

からそれは、いろいろな考え方の持ち方でいいと思うんですよ。これを小さ

くすると、私は当てはまるけど、私は当てはまらんという、今委員さんが例

えを出してくれたけど、そういう話になるじゃないですか。そういうあれで

はなくて、要するに自治、細かく言えば自治区単位からいろんなことが波が

起こるかわからないけれども、自治というものはそういうふうにして、みん

なでいろいろなことを考えながら、このまちを良くしようということの一つ

の点から線になって、その線が太い大きさになっていく形をつくっていかな

いと、大きいことばかり言っていたらいつまでたってもできないから、だか

らどうするのかということで、ひとつのものを作り上げることによって、共

有のものになって我々も参画できるのかなと思います。だからどこからかし

ないと、大雑把でやりだすと、なかなか難しい問題で、本当にそれ謳っても

できるのかな、という分もあるんだけれども。だからさっき言った、大きい

ものはそういうことで、だからそこに肉付けしていくのは、いろいろなとこ

ろから肉付けしていって、一つの大きな柱を立てましょうと。 

 

 今の、自治区の捉え方っていうのが、前回のときに問題になった、市民の

定義と似ていると思うんですよ。だから、資料をいただいた中で、市民の定

義っていう中に、そこに住んでいる人だけではなくって、そこに置く企業ま

でも含めてまで市民だと言うんだ、と。だから逆に自分たちの活動元である

企業がおいているところで、そこが活動の根底になってもいいと思うんです

よ。で、自分が実際寝るだけの帰っているところっていうところであれば、

そこは直接係ることができなくても、家族がかかわっていますよ、とかそう

いう形で、自分が一番活動できるところにかかわっていく、それでいいんで

はないかな、って思うんですよ。だから一番かかわりやすいところで活動す

るのに、どうすれば参画できるのか、参画しやすいための指針っていうのが、

条例の中に盛り込まれていれば、うまく活動していけるのではないかな、と
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思うんですけど。 

 

 それと、ひとつは自治会というもののイメージがたぶん湧いてないんだろ

うと思うんです。自治委員さんが居てっていうだけじゃなくて、我々も今、

ＰＴＡもさせてもらっているんで、そうするとあと、体協とか社会福祉協議

会とか、民生委員さん、児童委員さん、子ども会、交通安全協会、うんぬん

かんぬんっていって、それなりにみんなで見守りやったりとか、いうことも

やっぱりあるわけなんです。だから先ほどおっしゃったように、自分がやれ

る範囲で十分なんじゃないかな、と思うんですよね。みんながそれ全部やら

なきゃならないっていうことをつくってしまうと、逆にこんなにつらいのか

というふうになると思うんですよね。 

 

 別に私はね、みんながどうのこうのということを言っているわけじゃない

んですよ。逆にそういったことだけに捉われないのがいいんじゃないかな、

ということがひとつと、それと、冒頭に理念型だとか具体論型だとかいう話

も出てましたけれども、そういった点についても、早い話、どちらでもいい

と思うんですよ。どちらでもって言ったら悪いですけれども、どちらかと言

うと、両方盛り込んだかたちになるんでしょうけど。 

 

 

＜議論第二部＞ 

 

 どうしても、全員参加っていうのは不可能ではないか、とみているんです

よね。それで、全くバラバラにやるんではなくって何回も何回もすり合わせ

やってみる、お互いに連携とりあっていくというところにね、お互いの刺激

が出てきるんじゃないかなと。理念的なところでこういうものを議論したり

する中で、今度は具体的な問題を議論しているようなグループのを聞いてみ

れば、そういうものが頭の中に入っているかなというようなことも、双方向

でやっていけるかなと思うんですけど。 

 

 イメージとしてはあまり湧いてこないんですけれども、私はさっき具体型

というか、そのイメージが頭の中にあるもんで、理念型で議論されている中

身が、どう噛み合ってくるかな、とその辺がちょっとイメージできなくてで

すね。 

 

 私が思うに、そうしたときに具体型に入るときに、それじゃあそのテーマ

は何がどういう形の中のテーマを選択しながら、進んでいくのかということ

が見えてこないと、要するにまた普通の大きい話をすると全体的なテーマの

話しか繰り返されないわけ。しかしながらそのテーマというものが、仮に言

えば、行政さんから言ったら仮にこういうところを話してほしいんだと。各

市いろいろな基本条例ができた中でね、私ども大分市もこういうのを取り組

んで見たいんだ、こういうことをしてもらいたいんだ、というものが見えて

きたときに、そういうテーマをしていくのか、そんなのは一切なくて、我々
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で、我々が大分で考えた中のテーマでやっていくのか、というものをある程

度区別していかないと、具体的に、理論的になるとなかなかそこに行かない

分があるので、私はそこら辺がね、何をどういう形の中で本当に具体的に進

んでいくのかという分を見つけ出さないとわるいんじゃないかなと思います

が、どうでしょうか。 

 

 それはそうと思うんですよね。隣のグループから出た意見がですね、大き

な柱、項目を立てるというものだったですよね。それは具体的にいくつかの

カテゴリーに分けて、それをひとつずつ中身を、要するに次に進めていこう

という考え方じゃないかと思うんですよね。その考え方には私は非常に賛成

ですね。そうすると意見も出やすくて、考える際にもより具体的に考えられ

るし、で、全体を考える際には大きい柱があるので、その全体の骨組みの柱

を見ながら、個別のことを考えていくという形ができるのかなという感じが

しましたですね。隣の意見を聞いていて。 

 

 今言われている中でね、さっきからでていて、委員長がはじめから言われ

ていたように、どんな大分市をつくっていくのか、というのが大きな柱とす

ると、そうしたときにその中でまた項目的に、それじゃあどういう大分市の

中で、市民参加の分とか、自治から見た参加の分とか、いろいろな分がある

と思います。具体的になっていく中で。その辺を整理しながら、そこで具体

論を展開していかないと、大分市というのは、もうみなさん共通の話題だと

思うんですけど、どういう大分市をつくっていくために、これをつくろうと

しているわけですから、要するにそこから先の分がね、要するに今言ったよ

うに絞り込んでいかない限りは、この会だけではなかなか出てこない。ひと

つのものに、討議資料というのは分からない中で、またやっていくような形

になるんで、それじゃあそれに対してのどういう面をみなさんに提案したい

んだ、というものがある程度見えてくる文をつくっていってもらいながら、

討議していくのか、今さっき言ったように、我々は我々で大分市はこんな大

分市にするんだ、と。住民参加をもっとしたいんだ、とか、何をして欲しい

んだとか、もっと議会なら議会が、議会の情報をどんどん流してもらいたい

んだ、とか、いろいろなことが、問題点とか出てくると思うんです。その辺

の話しを詰めていかないと、議論が進まないんじゃないかなと。 

 

 基本構想がありますよね。それを基本にしながら、その中の大きな項目の

中で、何がもう少し入れてほしいのか、とか、どんなことが必要なのか、と

か、そういったことをひとつずつ詰めていったらどうかな、と思います。 

 

 そうですね、正直に言うと、こんな厚い本なんです、総合計画って。で、

ダイジェスト版ありますよね。だからそれを一回、全体会できちんと説明を

していただいて、みんなが共通認識を持つ中で、じゃあどの分野どの分野っ

ていう柱を決めても遅くないんじゃないかと思います。 

 

 そうして具体的に進めていったほうが、進んでいくような気がするんです。 
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 それで最初に戻るんですけど、アンケートを我々とったじゃないですか。

で、そういった総合計画などの勉強会を最初にしていただいて、そして、議

論をする項目はどれですかっていうことで出たのがアンケートということ

で、まとめられていましたよね。だから、そういったものを、基本計画のひ

とつでしょうけれども、そのアンケートも材料のひとつとして叩き台を作っ

て、その叩き台に対する議論をしていくのが、より具体的な意見が出しやす

いのではないか、と思うんですね。 

 

 要するにね、議論が進まないのは、叩き台がないんですよ。叩き台を作れ、

と言われると作ります。事務局が、事務局サイドでね。彼らはそれだけの能

力を持っています。あくまでも叩き台ですよっていう感じであれば。例えば

っていうことですよ。そういうものをつくるっていうのはまさに具体的な展

開になってくるんですよ。それを事務局に依頼していいかっていうことは大

変重要なことですよね。 

 

 それはもう、これだけアンケートもとっていろんな意見も出ているわけで

すから、そういうものを参考にしていただいて、叩き台を作っていただいた

ほうが、今後は進めやすいと思いますね。 

 

 たとえば、基本構想の本体っていうのもあるし、ダイジェスト版もあるし、

更に要約したものが必要だとすれば、事務局にそれを作ってくれといえば、

彼らは十分作れると思います。そういうようなことで議論をしていく上での

要求、要望、材料をどんどん出していただいて。 

 

その辺から初めていかないと。 

 

 ということは、叩き台をつくってもらって、そこから具体論に入りながら、

フィードバックしながら、足りないものとかいう理念を話していくような感

じになりますよね。まず叩き台があって、具体論を詰めていく中で足りない

部分の理念を補っていきましょうみたいな感じになるのかなと。でもそれが

いちばん効率のいい考え方ではないかなと。でないと、今までの会議が行っ

たりきたり行ったりきたりしてて、前に進まない。で、それっていうのが結

果、具体論に入ろうとか、理念に入ろうとか言いながら、その叩き台がない

から全体像が見えないままだからっていうことになるので、あくまで叩き台

というのを作ってもらって、それでもこれは足りないんじゃないか、ここに

もうちょっとこれを補ったほうがいいんじゃないかっていうことをして、具

体的に進めていくのがベストかな、という気がします。 

 

 私、委員長の立場としては、事務局に、すでに出来上がった自治基本条例、

全国のやつを全部集めてね、それで分析して、分析結果を示してくれ、と。

例えば、こういうもの、こういうものこういうものがあるんだけど、それを

集大成したら、だいたい共通の柱が何本あって、どうだっていうことをやっ



12 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てもらって、それを踏まえて学習して議論をしていく、と。そして大分市の

独自性をどうやってだしていくか、というやり方が、いちばん効率的なんで

すよね。そこまでのゴーサインが出ないものですから、そのゴーサインさえ

出れば。 

 

 それは、総合計画をみんな共通認識でまず持った上であれば、もうそうい

う形でいいんじゃないかなと思うんです。 

 

 十分、基本理念っていうか、これが何で、っていうことは今までの会議の

中で私たちは話し合っていると思うんですよね。だから、ここで叩き台を作

ってもらって、それを話していくことに関してはもう委員の中では問題はな

いんではないかなと思うんですよ。 

 

 だから僕はね、第２回目に辻山先生が来られてここでお話になりましたよ

ね。これの問題提起をここに書いているように、一項目は基本条例制定機運

の背景、なぜこれをつくる背景があるのかとかいう話し。二番目になぜ市民

主体で作るのかとか。こういう結局もうひとつ上になるけれど、具体例から

いくと、もう一つ上のなるんだけれども、この辺のことの整理ができてない

から、結局具体例にまだ入れない、窓口まで行ってない。だから、要するに

三番目でも、なぜ市民主体の地域運営なのか、と。劣化する制度の社会運営

力ということで、社会の変化とか近隣自治力の低下とか、行政による解決の

限界、それから変わる市民の意識とかいうような、これをやっぱり先生が講

義の中で述べられましたよね。そういうのがある程度具体的なものであって、

そしてしかしながらこれを基礎として今、言われたように、我々は総合計画

をいろいろあれしましたよね。いろいろなかたちの中で。そしたらそれがち

ゃんとあるわけですから、それを基本とした中で、それじゃあこれを今度次

にもってきたときに、どういうことを検討していかなければならないのか、

ということを、やっぱり問題を少し噛み砕いた問題に近づくような議論をし

ていくとおそらくそれは皆さんがいい意見がでるのではないかと思います。 

 

 今おっしゃっていただいたように、私も全く同感です。過去にいろいろな

講演会をやったりしてきているわけですよ。それが、全然積み上げられてい

ないんですよ。それはそれとしておかれていっているから、どこかで積み上

げていって、整理していかないと、話しが先に進まないという状況なんです

ね。ですから、実に大雑把な言い方ですけど、一応叩き台を作れと、いうよ

うなことを言っていただくとですね、いちばんありがたいですけどね。やっ

ぱり先行する基本条例は、参考になりますよ。大体似たり寄ったりですよ。

大体似たり寄ったりの柱で出てきているわけですよ。ですから、そこを学習

するだけでも価値がある。で、大分市がどれだけその柱に対して、条例なり

要綱が力不足の部分があるかっていう部分については、すでに資料がもう出

ているんです。昨年のかなり早い時期に事務局はそれを作られている。もら

っているわけですね。そこのところを学習していきたいんだけれど、「いやぁ

理念が。」というふうになるから、なかなか入口にはいれないという状況が続
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いているんですよね。ですからもっともっと具体的にいろいろな角度から勉

強することは、吝かでない、と、どんどんやってくれ、と言われれば非常に

楽なんですけれどもね。 

 

 やっぱり、それがないと話が前に進まないと思うんです。だから叩き台を

つくって、いやこれには大分市として、この気持ちが抜けているよって。だ

から大分市としてはこれをしていこうよっていうのが、結果理念にも繋がっ

てくると思うので。 

 

 だからまず、削ったり足したりとか、大元がないと。 

 

 そうです。それがない限りではね。 

 

 それがないと無理だと思うんですよ。私たちも漠然としているから、理念

だ具体論だって言われても、何を具体的に話していけばいいのかって。で、

理念だって言われても、おおまかなことは、要するに住民が参画しやすいよ

うな行政とスクラムを組みやすいようなっていうものが自治基本条例だと思

うんですけど、それは本当に大まかな理念じゃないですか。だけどそれを達

成するための具体例が必要なわけで、それが条例として制定されなければい

けない。で、その条例がどうやってその問題を含めているのか、っていうこ

とは本当に足したり引いたりの中で理念も膨らんでいくことだと思うので、

やっぱり叩き台がないことには、全然、発言したくても何を発言していいの

かわからないんですよ。 

 

 全くそのとおりですね。だけど、我々はその代わり、事務局さんが作った

からどうのこうのとか言うことは全くないし、それは我々に対する提言であ

って、我々はそれを吟味して、そこで内容を検討していけばいいわけであっ

て。で、さっき委員さんが言われたように、そこで今後はこの前我々が出し

たアンケートを、もう一度拾い出して、あの時の自分たちのこの委員会に対

する気持ちというものを、もう一度出してもらって、そこでもう一度組み合

わせるとかね。やっぱりその辺を練っていかないと、ただ単純に集まったと

きに、新しいテーマ新しいテーマでやっても、なかなか難しいと思うんです。

だからその辺をみんなでちょっともう一度練り合わせというか、いろいろ勉

強してきたことも出すし、我々も今からの意見とか、新たなものと、今まで

考えていた分と、組み合わせていく。そうすれば具体的なことも言えるし、

最終的に理念的なものが出てくると理念が見出せる。 

 

 見い出せると思いますね。何もない中での理念っていうものは…。 

 

 例えば、事務局の資料３なんかね、委員会で資料を作ってみないか、と言

われたから事務局は作っている。いわゆる市民とは何ぞや、という提言につ

いてね。これも事務局作ってみないか、というゴーサインが出てじゃあ作り

ましょうということで、作ったものであって、あくまでも主導権というか主
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体性というのはこちらの委員会にありますので、そこからどんどん出してい

ただければ、事務局は非常に動きやすいということだと思いますよ。ある意

味で、いらんことしなくていいということで、言われることもあり得るわけ

ですよ。そうすると、膨大なエネルギーを費やしたにもかかわらず、なんな

んだということになるわけですよね。それは私はそういうことは申し訳ない

です。ですから、どんどん言っていただくこといて。やる気満々ですから。

やっていただきます。 

 

 我々市民から見た目と、行政から見た目と、やっぱり違うんですね。かみ

合わせがね。我々こんなことをやったらいいだろうと思うけど、いやそこま

でしなくていいという分と、いろいろな分がある。もっとやってくれてもい

いんだけれどもという分もあるし。だからさっき言った、議員さんが居られ

るけれども、議会にしても議員さんにしても、今からはそういう議員さんが

どんどん出てくることによって、本当に自治が変わってきますよ。本当に。

そしてそこに議員さんの重要性がね、市民に分かってくる。これに変わらな

いとおそらく今から先、一般論だけで言っておいて、議会で賛成反対だとい

うだけの議員さんだったら、市民から飽きられますよ。ちょうどいい変わる

機会ですよ。 

 

 叩き台をつくってもらうのは、行政任せっていうこととは違いますからね。

あくまでもそれを基にして私たちの委員会の想いっていうので、肉付けして

いけば、それはもう私たち委員会の作った条例だと思うので。 

 

 土台についても審議できるわけですから、これを作ったからこのとおりし

ますというわけではなく、事務局さんというのは、こういう問題点があった

り情報を開示するための問題提起を出してくれるのが事務局だから、私はそ

ういうふうなのが早いと思う。 

 

 早いと思いますし、話が進むと思います。これに関してはこういう思いが

あるっていう土台がないことにはどうなのかっていうことが、意見を言うに

しても漠然としてしまっているので、今までの委員会がずっとそれの繰り返

しだったから、結果終わっても漠然としていて、結果、何を話して何を、と

いうのが。 

 


